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まえがき 
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化学会（JSAC）及び財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべ

きとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS K 0303:2004 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 
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しては，同様の条件でその実施が許諾されることを条件としている。 

この規格に従うことが，必ずしも，特許権の無償公開を意味するものではないことに注意する必要があ

る。 

この規格の一部が，上記に示す以外の特許権等に抵触する可能性がある。経済産業大臣及び日本工業標

準調査会は，このような特許権等に関わる確認について，責任はもたない。 

なお，ここで“特許権等”とは，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権をいう。 

  

 

 

 



 
 

  

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

日本工業規格       JIS 
 K 0303：2012 
 

排ガス中のホルムアルデヒド分析方法 
Methods for determination of formaldehyde in flue gas 

 
1 適用範囲 

この規格は，合成樹脂などの製造工程，メタノールなどの燃焼，その他の化学反応，又はホルムアルデ

ヒドを使用若しくは発生する作業工程などにおいて，煙道，煙突，ダクトなどに排出する排ガス中のホル

ムアルデヒドを分析する方法について規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 
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